
研究不正防止に係る対応について
（公的研究費の取扱いに係るガイドラインの概要）
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日本原子力研究開発機構



1. 文科省ガイドラインの概要
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 平成26年2月に「研究機関における公的

研究費の管理・監査のガイドライン」を

改訂。改訂版では研究不正防止の観点

から職員だけでなく取引企業に対して

「誓約書」を提出するよう求めている。

 平成26年8月に「研究活動における不正

行為への対応等に関するガイドライン」

を制定。研究倫理のあり方、不正行為

の定義を明示。

 ガイドラインの概要、本文は文部科学省

ホームページに掲載している。



2. 参考（文部科学省ホームページ）
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 文部科学省では研究不正防
止に係るガイドラインの他、
研究不正が認定された場合
の措置（ペナルティ）等につい
てもホームページで公表。

 各種教育素材等も公表。

文部科学省ホームページURL 
(https://www.mext.go.jp/
a_menu /kansa/08122501.htm)

https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm


3. 対象となる公的研究費
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 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」（平成26年
2月18日改正）では、国（又は国が所管する独法）から配分される、競争

的資金制度を中心とした「公募型の研究資金」（科研費等）を対象として

いる。

⇒ 研究不正が認定された場合の措置（ペナルティ）は競争的

資金が対象という趣旨。

 これに対して、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイド

ライン」（平成26年8月26日制定）では、上記の公募型研究資金のみなら

ず、「国から予算配分・措置される運営費交付金や補助金、委託費等」も

対象となっている。

※研究機関は「国の予算（国民の税金から賄われている予算）」によって

配分・措置されて行う全ての研究費について研究不正防止の対象とす

る必要がある。



４. ガイドラインの対応項目（抜粋）
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 各機関における競争的資金等の管理について平成26年度内の実施を

義務化。 ⇒ 未実施の場合は指導・罰則適用あり

 研究者及び事務職員の意識向上（コンプライアンス教育の実施、誓約書

等の提出、行動規範の策定）

・全職員を対象とするeラーニングを実施（平成26～27年度）。

⇒ 『公的研究費の取扱い編』、『論文不正防止編』の2つの単元を

H26～27年度に実施。
・職員等への合意形成を図った上で誓約等の確認を実施。

 ○予算執行のチェック体制の構築。業者との癒着防止（取引業者からの

誓約書の提出）。事務部門による発注・検収業務の実施。

⇒ 誓約書の提出依頼。
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